
蓬田村の給与・定員管理等について

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

(決算統計）

（２）職員給与の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。 (決算統計）

２　職員数は、平成２４年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項

なし

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

蓬田村

類似団体平均

全国町村平均

16,523 71,999193,689

区分 平成20年度

計  B

5,466

一人当たり
給与費 B/A

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費

（Ｈ２３）

人件費率

19.9

282,211 5,039

499,122

B

給与費

H２４年度

（参考）

H22年度の人件費率

18.32,508,202 53,8783,164

B/A

職員数

職員手当 期末・勤勉手当　　　　　A

区分 住民基本台帳人口 歳出額 実質収支

給料

人件費

（H24年度末） A

区分

H２４年度 56

94.2

平成25年度

94.3 106.6

93.4 102.6

（注）　１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す
　　　　　指数である。
　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した
　　　　　ものである。
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（５）給与改定の状況

人事委員会を設置していないため記載省略。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在）

①一般行政職

蓬田村 歳 円 円

青森県 歳 円 円

国 歳 円 円

類似団体 歳 円 円

（給与支給台帳、給与実態調査）

②技能労務職

（給与支給台帳、給与実態調査）

307,800 354,700 388,300 400,600
最高号給の
給料月額

185,800 222,900

422,600

(単位:円）

６級

289,200

２級 ３級 ４級 ５級

261,900 320,600

49.1

円

円

円

50.6

49.9

310,581 円

309,534

円

円

381,200

円

55.5

55.0

平均給与月額

歳

376,257

345,188

円

平均年齢

55.3

平均給料月額

378,939

303,627 323,629

43.4

43.1

41.9

335,404

307,220

306,972

419,973

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

２　一般行政職給料表の状況（平成２５年４月１日現在）

うち自動車運転手

類似団体

１号給の
給料月額

１級

243,700

青森県

40.3

135,600

区分

区　　　分

蓬田村

うち用務員

国

歳

379,098

333,270

272,119

288,775

歳

歳

379,200

（注）　１　「平均給料月額」とは、平成２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務
　　　　手当などのすべての諸手当の額を合計したものである。

円

円

円

円

403,448

388,918

歳

386,659

歳
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

１　基本的な考え方

２　具体的な取組内容

３　その他

（１）民間委託の推進

（２）事務・事業の見直し

　民間委託や指定管理者制度等を活用して簡素で合理的な行政システムの構築を進める。

　これまでに、保育所、幼稚園について業務を民間に委譲して公立施設を廃止した。

　今後とも、可能な限り事務事業の見直しを行う。

よう見直しを進める。

（２）昇給、昇格について

　具体的な職務職階制を確立し、勤務成績の評定が反映した制度の構築に努める。

（３）定員管理について

　技能労務職員等の定員については、退職者の補充を行わない方向で進める。

（４）定員管理について

　行政改革大綱に基づき進める。

（１）給料表について

　本「給与・定員管理の公表」により示された給与等データや近隣市町村の給与水準の調

査、民間データとの比較などを実施し、諸課題の点検を行い、地域住民の理解が得られる

（２）昇給、昇格について

　平成１８年４月に給与構造の見直しを行い、標準的な職務に対応した職務給を規定したが、

勤務成績の評定を実施していないため運用により決定している部分があるので改善するよう

努める。

（３）特殊勤務手当について

　平成１８年４月に全部を廃止し、今後も続ける予定である。

（１）給料表について

　技能労務職員の給与については、平成１８年４月の給与制度改正に伴い、いわゆる「通し

号俸」による給料表から国公準拠のため４級制の給料表を導入し、給与水準の引き下げを行

い給与の適正化に努めてきた。

類似団体さらに民間との均衡に留意して、住民の理解が得られるような給与水準を確保する

よう努める。

　現在は、青森県が技能労務職員等に適用している給料表を基準とした給料表を決定してい

るが、地方公共団体の技能労務職員等の給与が民間事業の従事者と比較して高いとの指摘を

受けていることから職務給の原則及び均衡の原則に基づき、同一又は類似の職種について国・
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（２）職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在）

一般行政職 円 円 円

円 円 円

技能労務職 円 円 円

円 円 円

医療職 円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在）

一般行政職 円 円 円

円 円 円

技能労務職 円 円 円

円 円 円

医療職 円 円 円

円 円 円

（給与支給台帳）

４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）　一般行政職の級別職員数等の状況（平成２５年４月１日現在）

人

人

人

人

人

人

（給与支給台帳）

18

14

職員数

8

2

7

5

標準的な職務内容

主査の職務

主幹及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認める者で規則で
定めるものの職務

副参事及び複雑、困難、責任の度がこれと同等と認める者で規則
で定めるものの職務

参事の職務６級

１級

２級

３級

５級

大学卒 該当者なし

区分

定型的な業務を行う主事補及び相当高度の知識又は経験を必要
とする業務を行う主事の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

４級

該当者なし 該当者なし

高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

中学卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

短大卒 188,900

高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

大学卒 該当者なし 252,200 該当者なし

区　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年

―

―

―

経験年数２０年

―

―

―

137,200

125,400

青森県 国

172,200

140,100

172,200

140,100

163,986

133,417

大学卒 201,100

区　　　分 蓬田村

中学卒 125,400

大学卒

高校卒

高校卒 135,600

9.3

33.3

25.9

13.0

構成比

3.7

％

％

％

％

％

％14.8

（注）　１　蓬田村の一般職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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１級２級３級４級５級６級７級８級

H23構成比9 # # # # 9

H24構成比# 7 # # 5 #

H25構成比# 9 # # 4 #

（２）昇給への勤務成績の反映状況

勤務評定が未実施であるため、昇給区分に差を設けなかった。

５　職員の手当の状況

（１）　期末手当・勤勉手当

千円 千円

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６０月分 １．３５月分 ２．５０月分 １．３５月分 ２．６０月分 １．３５月分

（１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４０）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分

 職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・5級、6級（参事、副参事）１５％ 　・役職加算　　　　 ５～２０％ 　・役職加算　　　　 ５～２０％

　・4級（班長、主幹）　　　　　１０％ 　・管理職加算　　１０～２５％ 　・管理職加算　　１０～２５％

　・3級（主査）     　　　 　　　　５％

（注）　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。 （給与支給台帳）

（注）　平成１８年４月１日に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び
　　　　５級をそれぞれ統合した。）

１人当たり平均支給額（平成２４年度） １人当たり平均支給額（平成２４年度）

蓬田村 青森県

（平成24年度支給割合）

1,547

（平成24年度支給割合）

1,285

国

（平成24度支給割合）

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）　（加算措置の状況）

9.1

18.2 13

11.4

6.8
9.3

27.3

31.8
33.3

29.5

25 25.9 

13.6 4.6 3.7

9.1 13.6
14.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H23構成比 H24構成比 H25構成比１級

６級

５級

４級

３級

２級

６級

５級

４級

３級

２級

１級

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

人事評価が未実施であるため、支給率区分に差を設けず、一律の支給（７２．５／１００）を行った。

（２）退職手当（平成２５年４月１日現在）

 （支給率） 自己都合 勧奨・定年  （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2%～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2%～20％加算）

（退職時特別昇給　　なし　）

１人当たり平均支給額 千円

（注）　退職手当の１人当たりの額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）　地域手当 制度なし。

（４）　特殊勤務手当

支給実績（２４年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度） 0 ％

手当の種類（手当数） 平成１７年度から全廃 0

（５）　時間外勤務手当

支給実績（２４年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） 千円

支給実績 （２３年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 千円

32.8 38.95

46.5 55.86

55.8

─

55.86

41.34

59.28

59.28

区　　　　　　　分

47.5

33.5

59.28

23.0

手当の名称

─ ─ ─

主な支給対象職員

1,711

48

左記職員に対する支給単価

国

主な支給対象業務

69

21,297

3,005

30.55 28.78

蓬　　田　　村

全　　　職　　　種

23.5

6  



（６）　その他の手当

配偶者 円

円 千円 円

扶養手当 1人（配偶者非扶養）

円

その他 円

特定期間の加算

円

千円 円

住居手当

交通機関利用者限度額

円 千円 円

自動車等利用者

～ 円

千円 円

千円 円

千円 円

円

・班長 円

一般の日直 千円 円

円

寒冷地手当 ４級地による支給 千円 円

国の制度と
異なる内容

315,000630

6,797

1,971

226,566

支給職員１人当たり
平均支給年額
(２４年度決算）

2人目以降（配偶者扶養）

支給実績
(２４年度決算）

国の制度
との異同

同

13,000

自ら居住するための住宅を借り

受け、月額1万2千円を超える家

賃を支払っている職員

同

11,000

6,500

5,000

同
55,000

56,314

0
祝日法による休日等の
勤務  135/100

同

4,000

0

1,960 108,888

日直手当

休日勤務手当

0 0

通勤手当

管理職手当

手当名 内容及び支給単価

管理職員特
別勤務手当

管理職員が週休日又
は祝日法による休日
等に勤務

・総務課長・課長・調整監

6,500

2,000 24,500

0

3,454 63,962

4,200
同

借家・貸間限度額  　27,000円

同

0

　総務課長　　15,000円

　課　　　長　　13,000円

　調 整 監     10,000円

　班　　　長 　  8,000円

3,000
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６　特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

（参考）類似団体における最高/最低額

村　 長 円 村長 円 ／ 円

副村長 円 副村長 円 ／ 円

議　 長 円 議　 長 円 ／ 円

副議長 円 副議長 円 ／ 円

議　 員 円 議　 員 円 ／ 円

村　 長 （２３年度支給割合）

副村長 ２．９５月分

議　 長 （２３年度支給割合）

副議長 ２．９５月分

議　 員

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

村　 長 給料月額×在職月数×45.5/100 13,759,200　円 任期毎

副村長 給料月額×在職月数×26.5/100 　6,296,400　円 任期毎

備　 考

７　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

区　分

　部　門

一般行政部門

計

教育部門

消防部門

（注） 　１　職員数は、一般職に属する職員数である。（教育長を含む。）

　2　〔　　〕内は、条例定数の合計である。　

・退職者不補充分の減

＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　　　１４８．５５　人
　（類似団体の人口１万人当たり職員数 １６９．７９人）

主な増減理由

▲ 1

対前年
増減数

▲ 1

230,000 100,000

251,000 119,000

647,000 421,500

310,000

787,000

171,100

47

47

8

0

＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　　 １７３．８３　人
　（類似団体の人口１万人当たり職員数 ２０４.３８人）

0

▲ 1

▲ 1 ＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　　１９５．９５　人

0

0

076 76

職員数

平成２５年度

7

0

合　　　　計

普
通
会
計
部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門 小　　計

小　　計

7

7

63

55

平成２４年度

48

48

62

7

期
末
手
当

区分 給　　料　　月　　額　　等

報
酬

630,000

495,000

212,400

202,500

495,000
給
料

加算措置

15%

加算措置

15%

253,800

退
職
手
当

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）
　　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

8

0

56
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（２）　年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

人 人

H25H20
２０未満0 0
２０～２３4 0
２４～２７5 2
２８～３１5 3
３２～３５5 9
３６～３９# 5

４０～４３3 4

４４～４７5 5

４８～５１5 #

５２～５５8 7

５６～５９# #

６０以上0 1

（３）　定員管理の数値目標及び進捗状況

部門別

年度

3

H２５
職員数

65
H２０

職員数
4 5 13 72

区分

0 0

人 人

0 4

２０歳

9 5

～ ～

16 1

５５歳

0

～ ～

人 人 人

計～

５１歳

人

以上

～～

５９歳

～

6212 3 5 5 8 10

～ ～ ～ ～

人 人

未満 ２３歳 ４７歳

5 5 5

人 人 人

２０歳 ２４歳 ２８歳

２７歳 ３１歳

５２歳４８歳

４３歳３５歳 ３９歳

５６歳 ６０歳３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳

２1年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年

教育

普通会計計

公営企業会計計

総合計

の増減数（率）

一般行政 54 55 54

２０年 

55 52 54

10 8 8

0 0 0

8 8 8

65 60 62 62 63 62

0

65 60 62 62 63 62

0 0

　　　（単位：人・％）

▲1　　　（▲1.7％）

▲2　　（▲20.0％）

▲3　　（▲4.5％）

  0　       　（0％）

▲3　　（▲4.5％）

過去５年間

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

人

年齢階層

H25

H20
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